
奈良県シニアサッカー連盟

会計関連

1．グラウンド代(フットボールセンター) �

�1−1�フットボールセンター

�1−2�御所市民運動公園 使用時間：18〜21時

�1−3�御所市民運動公園(ナイター代)

�1−4�橿原運動公園多目的グランド

�1−5�橿原運動公園多目的グランド�(ナイター代)

�1−6�ヤナギフィールド 使用時間：サッカーコート17〜21時、フットサルコート17時〜20時

2．その他の清算

リーグ戦運営の流れ② 2020年6月版

会計担当

会場担当
費用請求(領収書)

代金振り込み

�赤色の領収書
��宛名は奈良県シニアサッカー連盟
��予約日を記載の事

予約＋支払

会計担当 奈良県ｻｯｶｰ協会
代金振り込み �利用料を振込み後、指定用紙に振込票を貼付し

�NFAへFAX送付

御所市役所

（生涯学習課）
�2ヶ月前より予約が可能

��※都度の清算が望ましいが1ヶ月纏めての清算も可

費用請求
リーグ

会計担当

総務委員

(篠原)

総務委員

(篠原)

支払い

総務委員
(篠原)

利用料支払い

代金振り込み

会場担当

(試合当日)

使用カウント数を報告

�利用完了後、連盟へ利用料金を支払う。
�原則、纏め清算は不可(要相談)
�領収書が必要な場合は、支払い時に発行依頼する

橿原運動公園

管理事務所

 ナイター料金は、初回各リーグへ会計担当が購入。
 管理ナンバー発行→各リーグ代表者にて共有。
 以後は各リーグにて不足分を補充する。

総務委員
(篠原)

利用料支払い

領収書発行

会計担当
支払

支払

�ナイター券は連盟が購入。
�試合毎に利用した時間(ｶｳﾝﾄ)を会計担当に報告
�会計担当は費用算出し、連盟に支払う。
�連盟は領収書を発行する。

�※試合結果報告書に利用時間を記載

会計担当

(領収書発行)

ヤナギフィールド

�グランド料金は、会計担当が総試合日数分をまとめて
�管理事務所にて現金支払い。

リーグ

会計担当

�備品の購入などで立替した場合。
�必ず領収書を提出する事。

橿原運動公園

管理事務所

リーグ

会計担当

�1ヶ月前に1ヶ月分を先払いのため、先ずは連盟が立替えて
�払っておきます。


